
開庁時間（平日）午前８時４５分～午後５時３０分

※ 例えば、
○ 放置駐車違反に関することの場合は 「２→１→１」を選択、
○ 生活の安全や平穏に関するご相談は 「２→２」を選択、

してください。

休日及び夜間等（上記時間帯以外）

窓口業務に関する問い合わせは、恐れ入りますが、○
平日の午前８時４５分～午後５時３０分までの間にお掛け直しください

自動音声案内選択番号表（警察本部用）

○音声案内に従って、お問い合わせ先の番号を選択してください。
なお、案内の途中でも番号を選択することが可能です。

○緊急の事件・事故の場合は、１１０番通報してください。

1

2

選択番号及び問い合わせ内容

 出入業者などお急ぎのご用件のある方

 生活の安全や平穏に関するご相談、警察へのご意見、ご要望など

1

1 放置駐車違反に関すること

2 交通反則金に関すること

3 交通裁判に関すること

4 聴聞・意見の聴取に関すること

5 その他のお問い合わせ

2

3

選択番号及び問い合わせ内容

2
お問い合わせ、
ご相談など

電話の折り返し、担当の内線番号をご存じの方

1
交通違反、聴聞・意見の聴取など
交通に関すること

生活の安全や平穏に関するご相談、警察へのご意見、ご要望に
関すること

その他のご用件


